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京都市立小学校が編纂した「子ども風土記」の
活用の意義

― 「伝統と文化」を軸とした授業開発をとおして ―

一　色　範　子

従来，小学校が編纂した「子ども風
ふ ど き

土記」を主に取り上げた研究は少なく，教育現

場での活用を視野に入れ，具体的な授業実践例を提示した研究は管見の限りみられな

い。そこで筆者は，文献調査や聞き取り調査をふまえ，京都市立小学校が編纂した「子

ども風土記」について，学習指導要領の「伝統と文化」を軸とした授業開発をとおし，

教材としての活用の意義を見出した。

その結果，上記「子ども風土記」から，学校・家庭・地域が一体となり，子どもを

育成するという教育風土が京都市にあることがうかがえた。また，その多くは地域に

根ざした伝統や文化に関する内容が収録されていた。よって「子ども風土記」は，「伝

統と文化」に関する教育の充実に応え得る学校資料・地域資料であるうえ，教育現場

や地域でも充分活用できることが明らかとなった。教育現場での「子ども風土記」の

活用の意義は，家庭や地域の人々と連携・協働する機会を創出することにある。

キーワード：  「子ども風土記」，「伝統と文化」，地域学習，授業開発，学校資料・地域

資料の活用

は　じ　め　に

本稿は，1959 年以降に京都市立小学校が編纂した「子ども風土記」について，「伝統と文化」

を軸とした授業開発をとおし，教材としての活用の意義を明らかにするものである。現行（2008

年改訂）の学習指導要領において，「伝統と文化」は「生きる力」の育成を図るうえで，その教

育の充実が求められている。また，本稿では書名に「こども／子ども／子供」および「風土記」

の組み合わせのみられる資料群を「子ども風土記」と表記する。そのうえで，「小学校が編纂し

た『子ども風土記』」とは，小学校およびその関係者，つまり教員や児童だけでなく，元教員や

論　文

〔抄　録〕
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PTA（育友会），自治連合会などの学区組織が手がけた「子ども風土記」を指すものとする 1）。

従来の「子ども風土記」をめぐる研究は，柳田国男の著した『こども風土記』2）研究を端緒

とし，記述内容の分析を試みたものが多い 3）。なかでも，小学校が編纂した「子ども風土記」を

主として取り上げた研究は少ない 4）。加えて，上記「子ども風土記」について，教育現場での

教材としての活用を視野に入れ，具体的な授業実践例を提示した研究は管見の限りみられない。

そのため，上記「子ども風土記」を教材として活用した場合，いかなる教育的効果が期待でき

るのかを考察することは意義あることだと考える。

全国で年間約 500 校が閉校を余儀なくされている状況において，学校資料 5）の散逸・廃棄は

免れない。小学校が編纂した「子ども風土記」は学校資料として，また地域資料としても捉え

ることができる。そのような資料を永続的に活用することは，資料の散逸や廃棄を防ぐことに

つながるだろう。また，子どもが自らの住まう地域に関心をもつには，その地域の歴史や文化

を知ることが一つの契機となり得る。そこで筆者は，過去に編纂された「子ども風土記」の授

業での活用が，子どもたちの地域学習の一助となると考えた。加えて，過去に編纂された「子

ども風土記」を教育現場で使い続けることは，その資料の存在が周囲に認識されるとともに，資

料の継承につながるのではなかろうか。2017 年に改訂された小学校学習指導要領では，知識の

理解の質を高め，資質・能力を育む「主体的・対話的で深い学びの実現」が求められている 6）。

さらに，教育課程の実施にあたり，学校と家庭や地域との連携・協働が重視されている。また，

「伝統と文化」に関する教育の充実については，現行の学習指導要領を踏襲している。このよう

な次期学習指導要領は 2020 年度からの全面実施に向け移行中のため，本稿では現行の学習指導

要領に基づき授業開発を行うものとする。

研究対象とする京都市では，市立の小・中学校でも各学校の年史類が精力的に刊行されてき

た 7）。明治 5（1872）年の学制発布に先立ち，日本で初めて学区制小学校を創設した京都市域に

は，いまだ「学区」が地域コミュニティの礎となる自治単位として健在であり，学校統合によ

り通学区である校区は統合されても，「学区」は統合されない 8）。また，各学区には自治連合会

などの住民組織があり，小学校を中心とした地域活動を行っている。そのような歴史的背景を

もつ京都市には，市立小学校が編纂した「子ども風土記」が多数存在すると推察した。そのう

え京都市には，様々な伝統行事や伝統産業など，地域ごとに長く受け継がれてきた歴史や文化

がある。よって，京都市立小学校が編纂した「子ども風土記」には，地域に根ざした伝統や文

化に関する内容が収録されていると推察した。それゆえ，学習指導要領における「伝統と文化」

を軸とした授業開発が可能となると考えた 9）。

研究方法は文献調査を基本とした。具体的には，編著者を京都市立小学校に限定せず，まず

は「子ども風土記」がどれほど存在するかを把握するため，主にCiNii や国立国会図書館などの

蔵書検索にて，（こども or 子ども or 子供）and（風土記）にてキーワード検索を行った（2016

年 2 月～ 2018 年 9 月）。さらに，現物確認できるものについては，編著者や編纂目的，収録内
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容，参考文献などを調べた（2016 年 2 月～ 2018 年 8 月）10）。

このような文献調査を補うものとして，電話を中心にメールや面接にて聞き取り調査を行っ

た（2017 年 10 月～ 2018 年 9 月）。教育現場における活用の実態を知り，授業開発の参考にする

ため，現物確認した「子ども風土記」のうち，編纂歴のある京都市域を主とする複数の小学校

を対象とした。そして，2017 年度現在における授業での活用の有無や，授業で教材として活用

されている場合，どのような教科・領域で活用されているかについて調べた。

1．「子ども風土記」の特徴

（1）「子ども風土記」とは

筆者は「子ども風土記」について，編著者や収録内容にみる特徴について分析した。その結

果，1940 ～ 2010 年代，とりわけ 1980 年代をピークに全国各地において，142 件もの「子ども

風土記」が各地で編纂されたことが分かった。なかでも京都市域のものは顕著であった（19件）。

また編著者は，学校（教員，児童・生徒）およびその関係者【元教員，PTA（育友会），自治連

合会】や自治体，個人（研究者，作家など），新聞社や団体のように多岐に渡っていた。とりわ

け，小学校が編纂したものが約 4割を占めていた。

次に収録内容に着目すると，書き手（大人・子ども）を問わず，いずれも身近な地域におけ

る風土（歴史・暮らし・自然・伝統行事や民話などの地域の特色）について，様々な資料を集

めたり，地域の人々に聞き取りを行ったり，観察したりしてまとめられているものが多くみら

れた。このように「子ども風土記」には，書き手に時間軸と空間軸を与え，生活空間である身

近な地域を捉えさせるという特徴がうかがえた。さらに，主に子どもの書いた作文など，地域

学習の成果や生活記録を収めた「子ども風土記」が多数見受けられた。このことから，大人が

子どもに身近な地域について学ばせ，あるいは生活をありのまま綴らせるという取り組みが各

地で展開したと推察される。また，大人が書いた風土記には，子どもの遊びをとおして子ども

の文化を捉えようとする，柳田国男の『こども風土記』の視点を取り入れたものがいくつかみ

られた。その特徴は，書き手が子どもの遊びを回顧し，記録，発信することで，読み手の幼少

期の記憶を想起させるという連鎖性にある。

さらに書名に着目すると，「○○子ども風土記」のように地域名が付与されているものがほと

んどであった。このことから，各々の地域名が「子ども風土記」の編纂地を示すと同時に，そ

の地域ゆかりの資料であることを示す指標となっていた。そのため「子ども風土記」は，書き

手の地域に対する愛着やアイデンティティーを感じ取ることができる一方，読み手にとって，そ

の地域と自らの記憶をつなげる思い出の資料となり得ることがうかがえた。

上記をふまえ，小学校が編纂した「子ども風土記」に着目すると，次のような特徴がみられ

た。それは，① 1980 年代をピークに愛知県以西，とりわけ京都市域において，児童の書いたも
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のが多数編纂されている，②校区や学区単位で編纂されており，編著者や収録内容に決まった

型がない，③小学校の周年事業の一環で，記念誌や副読本として，あるいは保護者や周囲の大

人が読むことを視野に入れて編纂されたものがいくつかみられる，④身近な地域の歴史や暮ら

し，自然という 3つの項目から構成されているものが多数を占める，⑤他校の「子ども風土記」

を題材にして編纂された事例がいくつかみられる，という点である。このように小学校が編纂

した「子ども風土記」は，独創性や伝播性をもつ。一方，編纂後に閉校した学校にまつわるも

のも 14 件あった。このことから，教員の異動・退職あるいは学校の統廃合といったやむを得な

い理由から，「子ども風土記」という資料が永久に学校にあり続け，また活用される確約はない

という学校特有の課題を垣間見ることとなった。

以上より「子ども風土記」は，子どもの創り出す文化についてまとめたものだけでなく，子

どものための読み物あるいは子ども自身の手によるものもみられた。つまり「子ども風土記」

は，「大人が子どもについて書いた風土記」あるいは「大人が子どものために書いた風土記」，さ

らには「子どもが書いた風土記」なのである。それらの背景には，いずれも各々の地域の歴史

や文化について，次世代を担う子どもたちに伝え，残そうとする息遣いが感じられた。「子ども

風土記」とは，「子ども」と「風土」を共通のキーワードとし，全国各地に展開した資料群とい

える。

（2）京都市立小学校が編纂した「子ども風土記」の特徴

本節では，京都市立小学校が編纂した「子ども風土記」の特徴について考察する。筆者は，小

学校が編纂した「子ども風土記」55 件のうち，京都市立小学校が編纂した「子ども風土記」16

件の全てについて現物確認を行った。その結果は次頁の第 1表「京都市立小学校が編纂した『子

ども風土記』一覧表」を参照されたい。編著者についてはより細かく分類し，A：教員（元教

員含む），B：児童，C：教員（元教員含む）と児童，D：PTA（育友会）や自治連合会の 4つ

に分類した。一方，収録内容については，A：主に大人が子ども向けに書いた身近な地域に関

するもの（学校の変遷や地域の歴史・文化など），B：主に子どもが書いた地域学習の成果や生

活記録（作文など），C：Aと Bの混合，の 3つに分類した。

上記をふまえ，京都市立小学校が編纂した「子ども風土記」は，第 1表を見る限り，全て『北

白川こども風土記』（①）発行の 1959 年以降に編纂されていることが分かる。編著者に着目す

ると，Bが最も多く（7件），以下，A（4件），D（4件），C（1件）であった。一方，収録内容

に着目すると，Aが最多であり（8件），以下，B（7件），C（1件）であった。児童の作文主体

のものは 5件あり，その手法は保護者や古老へのグループ単位での聞き取り調査によるところ

が大きく，異年齢集団による成果もいくつかみられた。このような聞き取り調査をふまえた

フィールドワーク（巡検）は，身近な地域の中に自分を置くことで，地域を捉え，地域と向き

合う取り組みである。このように，身近な地域を対象化し，そこで得た結果を言語化させるこ
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とで，児童の学びを深めようとする教員の意図がうかがえる。

収録内容がAのものについては，教員（元教員含む）もしくは PTA（育友会）・自治連合会

が手がけたものの 2パターンに区分される。そのなかで PTA（育友会）の手がけた事例は，『子

どものための松ヶ崎風土記』（⑦）や『こどものための修学院風土記』（⑧），『岩倉風土記―親

と子のために―』（⑩）がある。⑧は育友会・同窓会・学校の三者により編纂されたものである。

そのほか，『羽
は づ か し

束師子ども風土記』（⑨）のように，育友会の援助を受けて作られたものもある。

また，自治連合会が手がけたものは『竹
ちっかん

間：竹間こども風土記』（⑯）であり，全国的にみても

同書しか見受けられなかった。これは，自治連合会が学区組織であるゆえ，京都市における学

校と地域の密接さを如実に表しているといえる。

町
ちょうしゅう

衆により日本で初めて学区制小学校が創設された京都市には，「地域の子どもは地域で育

てる」11）という教育風土が息づいている。このような風土は，地域とともに地域に根ざした「子

ども風土記」づくりに少なからず影響していると推察する。京都市の「平成 30 年度　学校教育

の重点」では，「伝統と文化を受け継ぎ，次代と自らの未来を切り拓く子ども」12）を育成するこ

とが示されている。また，京都市では「保護者・地域と連携・協働した取組を推進する」13）と

あり，地域や保護者も学校づくりをともに進める当事者としての意識を高めることを目指して

いる。このように，京都市立小学校が編纂した「子ども風土記」から，学校・家庭・地域が一

体となり，子どもを育成するという教育風土が京都市にあることがうかがえた。さらに，京都

市立小学校が編纂した「子ども風土記」の多くには，大文字の送り火や祇園祭，西陣織，京料

理など，地域に根ざした伝統や文化に関する内容が収録されていることが分かった。

参考文献に着目すると，『こどものための修学院風土記』（㉚）は『北白川こども風土記』（①）

を，また『上高野子ども風土記』（⑭）は㉚を参考に編纂されていた。上高野小学校は修学院小

学校から分離し，1976 年に開校した学校である。また，『子どものための修学院風土記』（⑧）

の編纂に関わった教員は，『羽束師子ども風土記』（⑨）の編纂にも関わっていた 14）。このよう

に，市内の他校や自校の分離元の「子ども風土記」を参考に編纂したり，教員の異動先で新た

な「子ども風土記」を編纂したりするという事例から，「子ども風土記」の伝播性がうかがえた。

以上より，京都市立小学校が編纂した「子ども風土記」の特徴は，①グループ単位での児童

による聞き取り調査などをふまえた地域学習の成果がいくつかみられる，② PTA（育友会）や

自治連合会が編纂に関わったり，編纂の主体になったりするなど，京都市の「地域の子どもは

地域で育てる」といった教育風土や，学校と地域の密接な関係が如実に表れている，③地域の

伝統行事や伝統産業など，古くから受け継がれてきた文化を取り上げた事例が多い，④市内の

他校や自校の分離元の「子ども風土記」を参考に編纂された事例がみられることであり，なか

でも②の特徴が顕著であった。
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2．教育現場における小学校が編纂した「子ども風土記」の活用の実態

本章では，「子ども風土記」の編纂歴のある小学校への聞き取り調査をふまえ，教育現場にお

ける活用の実態について考察する。調査対象は，文献調査にて現物確認のできた「子ども風土

記」を編纂した小学校 23 校（閉校校を除く）のうち，京都市立域における 9校とそれ以外の地

域における 10 校の計 19 校である。本研究の対象地域は京都市であることから，それ以外の地

域の事例については参考として調査を行った 15）。なお，「子ども風土記」の編纂歴がありなが

ら，これまでに授業などで活用されていない事例や，過去に活用していたものの現在活用され

ていない事例もある。これらについて，学校の教育目標や運営方針をけして否定するものでは

ないことを予めことわっておく。そのうえで，①現在授業で活用している，②現在参考資料と

して活用している，③現在は活用していないが過去に授業で活用していた，④現在授業で活用

していないという 4つに分類した。なお，いずれも 2017 年度現在とする。

その結果，19 校のうち，①は 5校（うち京都市域 4校），②は 2校（いずれも京都市域），③

は 2校（うち京都市域 1校），④は 10 校（うち京都市域 2校）であった。なかでも①について

は，主に「総合的な学習の時間」（以下，総合学習）において，地域学習のために活用されてい

ることが分かった。具体的には，社会科と総合学習での併用が 1校，ほかの 4校では総合学習

で活用されていた。また②としては，調べ学習の際の手引き，あるいは教員自身が校区のこと

を知るための資料として活用されていた。さらに③においては，社会科や総合学習で活用され

ていたことも分かった。④については，いずれも刊行当初は何らかのかたちで活用されていた

可能性も考えられるが，定かでない。

これらより，過去に編纂された「子ども風土記」は，相対的にみて教育現場ではあまり活用

されていないことが分かった。しかしながら京都市立小学校においては，これまでに何らかの

かたちで活用されている事例が多いことが明らかとなった。さらにそのほとんどは，総合学習

における地域学習での活用であった。そのなかで，地域学習の成果を地域の人々へ発信する機

会が設けられた事例として，北白川小学校と羽束師小学校での授業実践が挙げられる。筆者は，

京都市立小学校が編纂した「子ども風土記」を題材にした授業開発をするにあたり，学校と地

域の関わりの視点をふまえることが不可欠と考える。そこで，聞き取り調査にみる 2校の取り

組みを以下に紹介する。

まず北白川小学校では，2016 年度・2017 年度の 2年間にわたり 3年生の総合学習で『北白川

こども風土記』を用い，地域学習「つたえよう　わたしたちの町　北白川」を行った 16）。同書

は，北白川における歴史や産業，風習などについて子どもたちが調べ上げた成果である。同書

を題材としたこの授業では，自分たちの先輩にあたる卒業生が何に興味をもち，いかに調べた

のかといった足跡をたどることをねらいの一つとしている 17）。そこで児童は，北白川における

建物や人物，風習，産業など 15 ほどの課題について，グループごとに同書や聞き取り調査，実



京都市立小学校が編纂した「子ども風土記」の活用の意義（一色範子）

―  8  ―

地調査，そして同書の著者の一人・藤岡換太郎氏 18）の話を聞くなどして学習を進めた。その成

果をグループごとに模造紙や紙芝居などにまとめ，保護者や地域の人々に向けて発表した 19）。

そこでは，学習に取り組んだ児童から「もっと北白川のことについて知りたいと思った」「次の

世代の人らに伝えたいと思った」などの感想があった。

一方，羽束師小学校では，2013 年度に『羽束師子ども風土記』20）を用い，3年生の総合学習

で羽束師にまつわる紙芝居づくりを行った21）。同書は同校の創立20周年記念誌として作られた

ものであり，羽束師の歴史や暮らし，自然などについて，子ども向けに書かれている。同書を

紙芝居づくりに活用した理由は，3年生の学習カリキュラム（地域における昔の町並みや暮らし

の様子，昔の道具，地域の伝統的な行事など）に応じた内容が収録されており，地域の歴史を

知るのに最適だったからである 22）。紙芝居は①昔の羽束師，②水害の多かった羽束師，③人々

の様々な願いをこめられた祭り，④羽束師の今と未来という 4テーマからなる 23）。この紙芝居

は，当初の紙芝居づくりの依頼主である地域団体へ寄贈され，地域の行事にて作成に携わった

児童らが実演した 24）。以後，伏見区役所神川出張所のロビーに展示されたり，地域住民によっ

て実演されたりしている 25）。

両校の共通点は二つある。一つは，教員が自校でかつて編纂された「子ども風土記」の存在

と，その価値に気づいたことが実践のきっかけになった点である。もう一つは，「子ども風土記」

を地域学習のツールとして用いることで，児童が自分たちの住む地域に興味・関心をもつこと

をねらいとしている点である。これらをふまえ，地域学習の成果を地域の人々に披露すること

で，周囲の大人にとっては，子どもが地域の様々な事象について，いかに捉えているかを知る

機会となった一方，子どもにとっては知的好奇心を刺激する機会となったことがうかがえた。ま

た，「子ども風土記」を用いて生まれた成果物を地域に発信することは，子どもと大人の間にお

ける学びの循環となるうえ，教育現場と地域をつなぐ契機となるだろう。

このように，「子ども風土記」が総合学習で活用される理由として，次の 2点が考えられる。

一つは，1998 年の総合学習の創設により，教科横断型の学習が求められるようになったことで

ある。そしてもう一つは，より深く地域のことを学ぶにあたり，社会科の授業時数では限界が

あることである。各校で創意工夫を生かした特色ある教育活動が求められるなか，特定の地域

における様々な事象を学ぶには，社会科の授業時数では収まらないうえ，単元の域を超える必

要が出てくる。そのため，より複眼的な視点から，総合学習での学習活動が展開するようになっ

たと推察する。

とりわけ，京都市立小学校が編纂した「子ども風土記」が教育現場で活用される理由は，校

区や学区における歴史や文化，自然などについて書かれているゆえ，身近な地域のことを知る

手がかりとなるからであろう。とくに PTA（育友会）など地域が主体あるいは協力して編纂さ

れた「子ども風土記」は，学校や家庭での普段の学習に活かされることをねらいとしている（第

1表参照）。現に京都市立小学校への聞き取りでは，「少なくとも自分が異動してきた時にはすで
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に使われていた」26）という声や，「自分以外にも，それまで授業で使っていた」27）という声が

あった。

以上より，「子ども風土記」の編纂歴のある小学校における 2017 年度現在の活用目的は，主

に 3年生以上の総合学習における地域学習であった。また，参考資料としての活用事例や，過

去に授業での活用事例があったことも分かった。なかでも京都市立小学校が編纂した「子ども

風土記」は，その活用にあたり地域が となっていることが分かった。ただし，「子ども風土記」

の編纂当時と現在の状況は必ずしも同じではない。よって，編纂当時の状況をそのまま現在に

当てはめるのではなく，時代に応じた学習方法を取り入れつつ，子どもたちの知的好奇心を引

き出せるような工夫が求められる。

3．京都市立小学校が編纂した「子ども風土記」を用いた授業開発
―「伝統と文化」を軸として―

本章では，京都市立小学校が編纂した「子ども風土記」を用いた授業開発を行う。その軸は，

学習指導要領における「伝統と文化」である。

京都市では 1990 年代以降，少子化の影響などにより小学校の大規模統合が進み，2017 年 5 月

現在の市立小学校数は 181 校となっている 28）。統合や休校を含む市立小学校の全てにおいて，

これまでみてきたような「子ども風土記」が編まれてきたかは定かでない。しかしながら各校

区や学区で編まれた「子ども風土記」は，その当時における学校を含めた地域の歴史や文化を

物語る貴重な資料である。さらに，様々な歴史や伝統，文化がもたらしてきた衣食住は，そこ

に住まう者にとって切り離せないものである。児童にとってそれらは地域学習の格好の材料と

なり得る。身近な生活空間にいながらそのことを感じられるのは，京都市ならではの特性であ

ろう。

そのうえで，京都市立小学校の特徴の一つは，地域とともに地域に根ざした「子ども風土記」

づくりが行われてきた点にある。そこで筆者はあえて，閉校した小学校がかつて編纂した「子

ども風土記」の活用について検討する。理由は，京都市域において学校統合により校区は統合

されても，自治単位である学区は統合されないゆえ，統合先の小学校において，地域の協力を

得て活用できるのではないかと考えるためである。

その事例として，1992 年に閉校した修徳小学校の『修徳子ども風土記　創立百周年記念誌』29）

（以下，『修徳子ども風土記』・第 1図）を取り上げる。『修徳子ども風土記』は主に児童の書い

た「子ども風土記」であり，1969 年に発行された。筆者は同書の中から，「伝統と文化」の学習

に活用できると思われる項目を選定した。同書には，修徳学区における室町呉服問屋街や，界

隈で行われる祇園祭に関する記載があることから，修徳学区における伝統産業および祇園祭の

継承の 2案について，総合学習での授業開発を行うことにした。同書が編纂されたのは今から
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半世紀近く前のことであり，当時と現在の状況を比べ

た際，全く同じであると考えにくい。そのため，『修

徳子ども風土記』の記述をとおして，修徳学区におけ

る伝統と文化がどのような変遷をたどり，今日まで受

け継がれているのかを知ることは，子どもたちにとっ

て地域の魅力を見直す契機になると思われる。なお，

対象とする学年や学習方法は，同書の記載を参考にし

つつ，現行の学習指導要領をふまえた。また，総合学

習での授業開発を行った理由は，筆者の聞き取り調査

の限り，京都市立小学校では主に総合学習で「子ども

風土記」が活用されているという実情を鑑みたゆえで

ある。

（1）第 1案：「伝えよう　室町の伝統産業」

まず，修徳学区における伝統産業の変遷について検

討するため，『修徳子ども風土記』に書かれた「のびゆく室町」30）を参考とする。「のびゆく室

町」は，当時の 5・6年生が室町呉服問屋街について，実際に問屋へ赴いて聞き取りをしたり，

自分たちで調べたりしたことをふまえ，グループごとにまとめたものである。ここでは 4年生

を対象とした単元「伝えよう　室町の伝統産業」を設定する。本単元設定の理由は，あらゆる

ものが量産・消費されていく時代において，改めて身近な地域に受け継がれている伝統産業を

見つめることで，ものを大切にする心を育むとともに，伝統産業の魅力に気づくことができる

と考えるゆえである。なお，京都市において伝統産業は 74 品目あり（2016 年 1 月現在）31），『修

徳子ども風土記』にみられる西陣織や京友禅もある。

本単元の目標は，資料類の読み取りや地域の人々への聞き取り調査などをとおして，今後の

地域における伝統産業のあり方について考え合うことで，地域の伝統と文化に対する理解を深

めることとする。さらに，本単元で育てようとする資質や能力および態度は二つある。一つは，

資料・施設の活用や情報収集をとおして，地域における伝統産業に関心をもち，意欲的・自主

的にまとめ，表現する力である。もう一つは，他者や社会のつながりを受け止め，次世代へ伝

統産業を受け継ぐにはどうすれば良いかを考えようとする態度である。

次に単元の展開について述べる。第一段階は主に資料類の読み取りとする。まずは『修徳子

ども風土記』を読み，編纂当時の室町呉服問屋街についての様子を知る。そのほか，写真や映

像資料などを見ながら理解を深める。これは，普段自分たちの住む界隈には，どのような呉服

問屋があるかについて考えることにつながる。次に，呉服そのものや室町呉服問屋街に対する

イメージをつかむため，少人数のグループに分け，それぞれ付箋に記入する。それを模造紙に

第 1図　京都市立修徳小学校編『修徳子
ども風土記　創立百周年記念誌』京都市
立修徳小学校、1969　※京都市学校歴
史博物館蔵
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貼り，グループごとに発表することで，皆でイメージを共有する。また，生産者―卸売業者（問

屋）―小売業者―消費者といった，一般的な流通の仕組みについても学ぶ。次に第二段階とし

て，実地調査や施設見学を行うものとする。実地調査では問屋街へ赴き，問屋へ聞き取りを行

う。このとき，聞きたい内容に沿って予めグループ分けをしておくと良い。ここでは，普段ど

のような思いで仕事に携わっているか，また大事にしたいと考えていることなどを尋ねると良

いだろう。また，施設見学としては，例えば京都伝統産業ふれあい館 32）を挙げる。同館では，

西陣織や京友禅など実物をふまえた伝統産業の展示の観覧だけでなく，職人実演の見学も可能

である。このように実際に見聞することで，京都には多種多様な伝統産業があり，それらが様々

な人の手により今日まで受け継がれていることに気づくようにする。そして第三段階は，これ

までの学びや気づきを皆で共有し，まとめるものとする。そのねらいは，第一段階で共有した

イメージが，第二段階を経てどのように変わったのかをみることにある。まとめ方は，第一段

階と同様である。このとき，第一段階での成果物である模造紙と，本段階で得られた模造紙の

内容を比較し，意見を出し合う。また，学習活動の成果を，他学年や保護者を含めた地域の人々

に発信する機会を設けることで，自分たちの学びを地域に還元することができよう。さらに，児

童が社会の一員であるという自覚をもつことにつながるものと考える。

以上のような取り組みは，地域における伝統産業の魅力に気づく機会となると同時に，今後

の伝統産業のあり方についても考えることにつながる。つまり，室町の伝統産業について，児

童一人ひとりが地域の課題であると認識し，さらにはわが国における伝統産業をいかに継承し

ていくかといった問題意識をもつことが期待できよう。

（2）第 2案：「残す，守る，伝える　私たちの祇園祭」

続いて，修徳学区界隈で行われる祇園祭の継承についての授業開発を試みる。ここでは，『修

徳子ども風土記』に収録されている「祇園祭り」33）を参考とする。「祇園祭り」には，祇園祭の

鉾立てや宵山，巡行の様子，昔の祇園祭などについて，当時の 4年生が保護者や地域の人々へ

の聞き取り調査や実地調査をふまえた内容がまとめられている。ここでは，4年生を対象とした

単元「残す，守る，伝える　私たちの祇園祭」を設定する。本単元設定の理由は，日本三大祭

の一つである祇園祭について，地域の人々により現在まで大切に受け継がれてきた伝統行事で

あることを学ぶことができると考えるためである。2012 年には大船鉾が復興，2014 年には後祭

巡行が 49 年ぶりに復活するなど，祇園祭は変化とともに継承されてきた。

また本単元の目標は，祇園祭について，資料の読み取りや聞き取り調査をとおして調べるこ

とで，地域の歴史をたどるとともに，地域の人々の思いや願いを理解し，地域への誇りや愛着

をもつようにすることである。さらに，本単元で育てようとする資質や能力および態度は二つ

ある。一つは，祇園祭の運営・実施に関わる地域の人々の思いや願いを知り，伝統を守ろうと

する工夫や努力を理解しようとする力である。もう一つは，祇園祭に関心をもち，今後も世界
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に誇る伝統行事として継承するために出来ることは何かを考えようとする態度である。

次に単元の展開を考えたい。第一段階として，祇園祭はなぜ今日まで受け継がれてきたのか

を知るものとする。『修徳子ども風土記』の記述を読み合い，当時と現在とではどこがどのよう

に異なるのかを確認し，意見を出し合う。また，祇園祭について知っていることを子どもたち

に述べてもらう。このとき，祇園祭は1か月かけて行われる祭礼であることについても学ぶ。そ

して，それらの学習内容を各自ワークシートにまとめるようにする。続いて第二段階として，親

や祖父母を含め，祇園祭の運営に関わる地域の人々（参加者や運営者など）に対し聞き取り調

査を行う。その目的は，伝統行事には様々な関わり方があることを学ぶことである。『修徳子ど

も風土記』には月鉾や鶏鉾の鉾立てについても書かれている 34）。そのため，可能であればそれ

らの鉾を管理している保存会などの関係者に対し，これまでどのように鉾を管理してきたのか，

また祇園祭に関わる思いなどについて聞き取り調査を行う。そして第三段階として，これまで

見聞したり，自分で調べたりした内容を作文にまとめ，発表する機会を設ける。その目的は，ク

ラスメートとの交流をとおして，一人ひとりの祇園祭に対する見方や考え方の違いに気づくこ

とで，自己を振り返り，自分の考えを再構築することにある。さらに，同書には「いくら文化

が進んでも，古くから伝わる行事がなくなるのはつまらないことだと思う。いつまでも，この

行事は続けてもらいたいと思う」35）と綴られている。これを受けて，伝統行事を継承するため

に各自ができることを考えることは意義があるだろう。

このような取り組みは，純粋に祇園祭を楽しむという立場だけでなく，祇園祭の運営に関わ

る立場の視点を知ることで，地域の伝統行事が受け継がれてきた背景を理解し，その持続・発

展について考える契機となろう。また，祇園祭だけでなく，地域に残る様々な伝統行事につい

て関心をもつことにつながると考える。

以上，『修徳子ども風土記』を用い，学習指導要領における「伝統と文化」を軸とした授業開

発を行った。同書は主に子どもが地域を題材に学習した成果である。そのため，編纂当時の記

述を手がかりに現在の地域の様子について知ることは，学習者だけでなく授業者にとっても，当

時の子どもたちがいかに身近な地域における伝統と文化を捉えていたのかを知る機会になるだ

ろう。ただし，大人が書いた「子ども風土記」も，「伝統と文化」を軸とした授業開発に充分取

り入れることができると考える。なお，この「伝統と文化」は現行の小学校学習指導要領をみ

る限り，総合学習に限らず他の教科等の学習内容とも関わりがある 36）。そのため，総合学習以

外の他の教科等においても「伝統と文化」に関する教育活動を行うことは可能である。さらに，

「子ども風土記」の教育現場における活用にあたっては，「伝統と文化」以外に他の切り口も充

分に考えられる。これらのことから，学校や地域の実態に応じ，「子ども風土記」のもつ特徴を

最大限に活かせるような授業開発を行うことが肝要である。



佛教大学大学院紀要　教育学研究科篇　第 47 号（2019 年 3 月）

―  13  ―

4．京都市立小学校が編纂した「子ども風土記」
の活用の意義

本章では，前章をふまえ，京都市立小学校が編纂し

た「子ども風土記」の活用の意義について考察する。

その前に，改めて小学校が編纂した「子ども風土記」

のもつ資料としての価値について考えたい。例えば

『北白川こども風土記』は，「子供たち自らの具体性を

もった直接体験を通して，ものの見方や考え方を養っ

ていこうという，郷土学習本来のあり方―つまり問題

解決学習として，そういうあり方が望ましいという考

え方」37）から生まれたものである。同書の帯にもある

ように（第 2図），「子ども達の目で見，耳で聞き，足

でたしかめた郷土の歴史」がまとめられている。同書

について当時の校長は，「幼いながらもその率直な感覚でとらえられたものがその一つ一つの言

葉の中につづられていったときに，郷土北白川の姿がこゝに生々と浮彫りにされたのです。こゝ

にこそこの本の子供風土記としての生命があり価値があるのでしょう」38）としている。一方，

『有
ゆうじん

仁子ども風土記』には，同書が「何にもかえられない，私たちの作った，私たちの文化財で

す。お家の人に読んでもらって，教えてもらって，協力してもらって，これからの，学習の友

にしてほしいのです」39）とされている。このように「子ども風土記」は，児童による直接体験

を通じて物事の本質を追究した成果であるとともに，次世代へ読み継がれることをねらいとし

た，地域にとっての「文化財」でもある。よって，小学校が編纂した「子ども風土記」は教育

的価値・文化的価値のある資料であるといえる 40）。

上記をふまえ，小学校が編纂した「子ども風土記」を取り入れた授業実践は，家庭や地域の

人々との連携・協働が不可欠である。とりわけ，閉校校が編纂したものを活用する場合，統合

先の小学校の理解も必要となろう。また，「子ども風土記」だけでなく写真や映像資料などの資

料類や，地域における博物館などの施設の活用は，子どもたちにとって身近な学習対象である

「ひと」「もの」「こと」との関わりのなかで，学校での学びをより深めることにつながる。地域

で獲得したそのような学びについて，新たな成果物としての「子ども風土記」をまとめる機会

があれば，元々の「子ども風土記」は新たな文化的価値を生むだろう。つまり，小学校が編纂

した「子ども風土記」は，次世代の文化を創造し得るような「学校の文化資源」41）といえる。

さらに，過去に小学校が編纂した「子ども風土記」の教材としての活用は，児童の主体的な

学習の促進や，問題解決能力・課題発見能力の育成，さらには対話的な学びにつなげることが

できよう。上記「子ども風土記」の資料としての価値は，地域の記憶を留める地域資料である

第 2図　京都市立北白川小学校編『北
白川こども風土記』山口書店、1959　
※京都市学校歴史博物館蔵
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とともに，学校にまつわる記憶を留める学校資料である。それゆえ，資料が存在する限り，教

育現場で教材として活用し続けることは，資料のもつ教育的価値や文化的価値を高めるといえ

る。

以上より，小学校が編纂した「子ども風土記」の活用の意義は，①その学校あるいは地域の

もつ記憶を想起させる，②家庭や地域の人々と連携・協働する機会を創出する，③活用するこ

とで様々な教育的効果を期待できる，④資料そのものがもつ地域の教育資源，あるいは学校の

文化資源としての教育的価値や文化的価値を高めることにあると考える。これらは京都市立小

学校が編纂した「子ども風土記」についても同様のことがいえる。ただし，京都市立小学校は

地域との関係が密接であることから，②が顕著であろう。そのため，「子ども風土記」は教育現

場のみならず，地域での活用も視野に入れることが肝要である。家庭や地域の人々とともに，活

用の途を検討することは，「子ども風土記」という資料を媒介とした地域の魅力の再発見につな

がる。ここに，京都市立小学校が編纂した「子ども風土記」の活用の意義がある。

お　わ　り　に

本稿では，京都市立小学校が編纂した「子ども風土記」を事例として，その活用の意義につ

いて論じてきた。その結果，「子ども風土記」という資料群は，地域にまつわる郷土史，地誌，

民俗誌であるとともに，学校により編まれた記念誌，副読本といった様々な性格をもっている

ことが分かった。総じて「子ども風土記」は，身近な地域における様々な事象が書かれている

ことから，子どものみならず，大人にとっても地域の歴史や文化を知るうえで貴重な資料とな

り得る。なかでも，聞き取り調査によって得たオーラルヒストリーは，貴重な記憶の資料とし

て残されるべきである 42）。そのため「子ども風土記」は，その地域あるいは学校にとって唯一

無二の地域資料・学校資料といえる。

なかでも小学校が編纂した「子ども風土記」は，主に児童の地域学習の成果が多くを占めて

いた。子どもが主体的に地域の課題を捉え，周囲と協力しながら学ぶことで地域の実態を知り，

地域の課題を解決していこうとする取り組みは，主体的・対話的で深い学びへと繋げられるだ

ろう。これは京都市域に限らず，他地域の小学校が編纂した「子ども風土記」についても当て

はまる。なぜなら，「子ども風土記」は編纂当時の地域の様子を捉えるのに格好の資料だからで

ある。また，各々の学校において，「子ども風土記」が編纂された背景（周年事業や授業の一環

など）やその編纂目的をたどることで，活用の途を見出せるのではなかろうか。つまり，「子ど

も風土記」は独創性に富んでいるゆえ，学校や地域の特色をふまえ様々な活用法が考えられる

のである。とりわけ京都市立小学校が編纂した「子ども風土記」は，その活用にあたり地域が

となっていた。2017 年改訂の学習指導要領では，地域の教育資源の活用や，学校と家庭や地

域との連携・協働が求められている。このことから，京都市立小学校が編纂した「子ども風土
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記」の活用は，学習指導要領の要請に充分応え得る資料であると考える。

以上より，各地の小学校が編纂した「子ども風土記」について，まずはその存在に意義を見

出すことが資料の継承につながる。見出された資料の価値は実際に活用されてこそ生き，その

価値を高め，伝えることにもなる。これは「子ども風土記」に限らず，全ての学校資料につい

ても同様のことがいえよう。ただし資料の保管状況によっては，学校や地域に眠ったままになっ

ていることもあり得る。さらに，筆者の調査の限り，「子ども風土記」の編纂歴のある学校その

ものがすでに閉校となった事例もいくつか見受けられた。しかも，統合先の小学校に資料その

ものが移管されるか否かは確約できないのである。

このような状況下にある小学校が編纂した「子ども風土記」について，たとえ閉校したとし

ても資料が残り続けるには，教育現場のみならず地域での活用も視野に入れる必要があろう。そ

の際，求められるのは統合先の小学校や地域の理解である。何より，学校資料に携わる者にで

きることは，せめて現存する資料の価値を発信し続けることにあると考える。そのため筆者は

「子ども風土記」について，調査・研究を続けるとともに，教育現場や地域で活用する意義や，

地域の教育資源あるいは学校の文化資源としての教育的価値・文化的価値の周知に努めたい。

本稿では，主にCiNii や国立国会図書館などの蔵書検索にてキーワード検索を行った。しかし

ながら，図書館の蔵書検索で検出できない「子ども風土記」は，潜在的に多数存在すると推察

する。しかもその傾向は，とくに小学校が編纂した「子ども風土記」に多いと思われる。なぜ

なら，児童のために編纂したものが多いため，発行部数は限定されるからである。そのため，教

育現場や地域での「子ども風土記」の活用法を検討するためにも，調査・研究を継続する意義

があると考える。また，本稿では「子ども風土記」の活用に力点を置いて論じた。今後は，「子

ども風土記」そのものの源流（生活綴方運動や郷土教育運動など）をたどることで，子どもと

教育の関わりからみた「子ども風土記」のもつ重層性に迫っていきたい。

〔注〕

1） 学校関係者から構成されている／されているであろう団体が編纂した「子ども風土記」は対象外と
した。その理由は，特定の学校にまつわる資料ではないうえ，学校教育と切り離して学校関係者が
自主的に編纂したと思われるためである。具体的には，教職員組合や教育研究会が挙げられる。

2） 柳田国男『こども風土記』朝日新聞社，1942
3） 庄司和晃や岡崎沙織，稲垣正浩による研究が挙げられる。庄司和晃「子どもの教育，いま昔―『小

さき者の声』『こども風土記』その他―」『国文学　解釈と教材の研究』27－1，1982，129 ～ 134 頁。
岡崎沙織「柳田国男『こども風土記』の読者論 ―あそびに見られるこども期の視点から―」『大谷
大学短期大学部幼児教育保育科研究紀要』15，2013，9 ～ 19 頁。稲垣正浩「文学に見るスポーツ
（199）『こども風土記・母の手毬歌』柳田国男著（1）意味不明の歌詞にひそむ『神遊び』」『月刊体
育施設』32－8，2003，74 ～ 76 頁および稲垣正浩「文学に見るスポーツ（200）『こども風土記・母
の手毬歌』柳田国男著（2）子どもたちの遊びの起源は『神様の祭』」『月刊体育施設』32－10，2003，
70 ～ 72 頁。

4） 菊地暁は，京都市立北白川小学校の児童が書いた『北白川こども風土記』を含む，戦中から戦後，
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とりわけ 1950 年代末までのいくつかの〈こども風土記〉について考察している。菊地暁「いくつか
の〈こども風土記〉―宝塚・大東亜・北白川―」（大塚英志編『動員のメディアミックス―〈創作す
る大衆〉の戦時下・戦後―』思文閣出版，2017，所収），211 ～ 231 頁。さらに佐藤守弘は，『北白
川こども風土記』のテクスト／イメージに潜む調査や記述，編集のプロセスを〈アーカイブする実
践〉として考察している。佐藤守弘「郷土を調べる子どもたち―『北白川こども風土記』と〈アー
カイブする実践〉」（原田健一・水島久光編『手と足と眼と耳―地域と映像アーカイブをめぐる実践
と研究』学文社，2018，所収），216 ～ 233 頁。また筆者は，小学校が編纂した「子ども風土記」の
教育現場における活用の意義について言及している。一色範子「小学校における『子ども風土記』
の展開―その編纂過程と地域性に着目して―」『関西教育学会年報』第 41 号，2017，36 ～ 40 頁。

5） 学校所蔵のものか否かに関わらず，学校に関係する資料を指す。
6） 文部科学省「幼稚園教育要領，小・中学校学習指導要領等の改訂のポイント」
 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/__ icsFiles/afieldfile/2017/06/16/1384662_2.pdf
（2017 年 11 月 6 日に閲覧）

7） 和崎光太郎「学校所蔵史料の保存と活用―京都市を事例として―」『日本歴史学協会年報』第 31 号，
2016，22 頁

8） 和崎光太郎・森光彦著，京都市学校歴史博物館編『学びやタイムスリップ―近代京都の学校史・美
術史―』京都新聞出版センター，2016，10 ～ 27 頁

9） 授業開発にあたり，学習指導要領をもとに作成された，京都市独自の指導計画『京都市スタンダー
ド』や，京都市立小学校で使われている社会科副読本『わたしたちの京都　3・4年』上下巻および
『わたしたちの伝統産業』も参考にした。

10） 蔵書検索では検出できない，筆者所蔵や博物館，古書店などが所蔵している「子ども風土記」も含
めた。また，シリーズものや改訂版は原則 1件として扱った。編著者について，現物確認できるも
のはそれに沿い分類したが，現物未確認のものは蔵書検索の書誌情報（編著者や発行元）を頼りに
便宜上分類した。なお，元教員や PTA（育友会），学区組織が編んだ書籍も該当するものとした。
なかでも学区組織は，小学校と密接であることから含めた。編纂目的と参考文献については，いか
なる経緯で編纂されたのかを知る手がかりとなると考え，現物確認できるものに対し分析した。

11） 京都市「京都はぐくみ憲章ってなに？」
 http://hagukumi2525.kyoto.jp/about.html（2018 年 1 月 2 日に閲覧）
12） 京都市教育委員会「平成 30 年度　学校教育の重点―京都市の目指す子ども像―」，1頁
 http://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/cmsfiles/contents/0000221/221834/30jyuuten.pdf（2018 年 5 月

12 日に閲覧）
13） 前掲 12，14 頁
14） 原田茜「愛郷心教育の実践についての考察―日本の地域言語政策の視点から―」『立命館文学』629，

2012，502 頁
15） 改訂版を現在授業で活用している事例も含めた。一方，複数の「子ども風土記」の編纂事例のある

学校については，いずれかを活用していれば「活用している」とみなした。「子ども風土記」単位で
はなく，あくまで学校単位での活用の有無について調べた。

16） 2017 年度における単元名や授業の趣旨，展開の仕方は前年度と同様である（2018 年 9 月 7 日，京都
市立北白川小学校教員の教示による）。

17） 京都市立北白川小学校教員より提供を受けた指導案に基づく。
18） 元・海洋研究開発機構特任上席研究員であり地質学者（理学博士）。「湖から盆地へ―北白川の地形

―」と題して，北白川の地形の変遷について記している。京都市立北白川小学校編『北白川こども
風土記』山口書店，1959，204 ～ 207 頁。
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19） 2018 年 2 月 21 日に実施された，オープンスクールの一環で行われた。なお，当日筆者は授業見学
を行った。

20） 京都市立羽束師小学校 20 周年記念誌作成委員会編『羽束師子ども風土記』京都市立羽束師小学校
20 周年記念事業実行委員会，1998（第 1表における⑨の改訂版）。

21） 京都市立羽束師小学校教員の教示による（2017 年 10 月 30 日）。
22） 京都市立羽束師小学校教員の教示による（2018 年 8 月 2 日）。
23） 紙芝居の添付文書に基づく。
24） 京都市立羽束師小学校教員の教示による（2018 年 8 月 2 日）。
25） 伏見区役所神川出張所長の教示による（2017 年 11 月 7 日）。
26） 京都市立修学院小学校教員の教示による（2017 年 11 月 13 日）。
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